
赤穂市鳥獣被害防護柵等設置事業補助金交付要綱について 

 

１．制定理由 

 シカ・イノシシ等有害鳥獣による農作物や生活環境への被害を防止するため、農地・林

地等へ侵入防護用の柵等を設置する個人・「人・農地プラン」の中心となる経営体・団体

（自治会）や、捕獲用わなを購入する団体（自治会）に対して予算の範囲内で費用の一部

を補助する。 

 

２．内容 

  侵入防護柵への補助 

  ・侵入防護柵設置に係る経費の補助 

  捕獲わなへの補助（自治会のみ） 

  ・箱わな又は囲いわなの購入費の補助 

 

３．補助金額（率） 

補助対象経費・対象者 補助率 補助金上限額 

侵入防護柵への補助   

 個人 設置経費の１／２ １件あたり３０，０００円 

個人（団体型） 

受益戸数３戸

以上かつ隣接

する３筆以上

の農地を防護

する場合 

設置経費の１／２ １件あたり１００，０００円 

「人・農地プ

ラン」の中心

となる経営体 

設置経費の７／１０ １件あたり１００，０００円 

団体（自治会） 設置経費の７／１０ 

１件あたり３００，０００円 

＊ただし、特定農山村地域

（※）に属する団体は 

５００，０００円 

捕獲わなへの補助   

 団体（自治会） 購入経費の７／１０ １基あたり５０，０００円 

 ※ 特定農山村地域・・・「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備

の促進に関する法律」において、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利

な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事

業である地域として政令で定める区域。 

  平成 26年 3月現在、赤穂市では、旧有年村、旧福浦村の区域が特定農山村地域に該

当する。 



事業スキーム 

 

 
 

  

①交付申請（第 5条・様式 1） 

②交付決定（第 6条・様式 2） 

⑤事業実施 

（③変更申請）第 7条・様式 3 

（④変更決定）第 7条・様式 4 

⑥実施報告（第 9条・様式 5） 

⑧確定通知（第 10条・様式 6） 

⑨請求書（第 11条・様式 7） 

⑩補助金支払 
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⑦検査 

施工図・写真・領収書写し 

損害賠償責任負担請書・施工図・見積書写し 

事業実施後 

事業実施前 

 

事 業 実 施 

 


